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医療法人康和会 りんごデイサービス           

地域密着型通所介護 及び 第 1号通所事業 

重要事項説明書 兼 契約書 

 

（重要事項説明の目的） 

第１条 医療法人康和会りんごデイサービス（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定された者、あるい

は第 1 号通所事業対象者（以下「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が

可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の

期間、地域密着型通所介護及び第 1 号通所事業（以下「通所」という。）を提供し、一方、利用者及び

利用者の身元引受人は、当施設に対し、そのサービスに対する利用料金を支払うことについて取り決め

ることを、本重要事項説明書の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本契約書は、当施設への提出から効力を有します。但し、身元引受人に変更があった場合は、新たに

同意を得ることとします。 

２ 利用者は､前項に定める事項の他､法改正による変更を除く本契約書の改定が行われない限り､初回

利用時の契約書をもって､繰り返し通所を利用することができるものとします｡ 

 

（身元引受人） 

第３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。 

１ 弁済をする資力を有すること。 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額の範囲内（下表）で、

利用者と連帯して支払う責任を負います。 

債権の極度額 介護保険負担額の 1割の方 介護保険負担額の２割の方 介護保険負担額の３割の方 

通所利用者 １００，０００ ２００，０００ ３００，０００ 

３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように協力すること。 

② 通所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置をすること。 

４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若しくは他利用者等

に対して、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社会的行為を行った場合、当施設

は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその身元引受人に代わる新たな身元引受人を立て

ることを求めることができます。 

   ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利用料金の未払い、

これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及び支払期が到来しているものの

額に関する情報を提供します。 

 

（利用者からの解除） 

第４条 利用者及び身元引受人は、当施設に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サ

ービス計画にかかわらず､本契約書に基づく通所利用を解除・終了することができます。なお､この場合

利用者及び身元引受人は､速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとし

ます｡ 

但し､利用者が正当な理由なく､通所実施時間中に利用中止を申し出た場合については､原則､基本

料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます｡ 
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（当施設からの解除） 

第５条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本契約書に基づく通所サービスの

利用を解除・終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立と認定され、第 1号通所事業の適用も受けない場合 

② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合（緊急時を除く） 

③ 利用者及び身元引受人が､本契約書に定める利用料金を２か月分以上滞納しその支払いを督促し

たにもかかわらず１５日間以内に支払われない場合 

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所サービスの提供を超えると判断

された場合 

⑤ 利用者又は身元引受人が、当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度

の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合 

 

（利用料金） 

第６条 利用者又及び身元引受人は、連帯して、当施設に対し本契約書に基づく通所サービスの対価として、

別紙２の利用単位の料金をもとに計算された月の合計額、及び利用者が個別に利用したサービスの提

供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

２ 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、前月利用料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月１５

日までに発行し、所定の方法により交付します。利用者及び身元引受人は当該合計額をその月の末

日迄に支払うものとします。なお、支払いの方法は口座引落を原則とし、その他については別途話し合

いの上、双方合意した方法によります。 

３ 当施設は、利用者又は身元引受人から、１項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者又

は身元引受人に対して、領収書を所定の方法により交付します。 

 

（記録） 

第７条 当施設は、利用者の通所サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後６年間は保

管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但し、

身元引受人その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の承諾、その他必要と認

められる場合に限りこれに応じます。 

 

（身体の拘束等） 

第８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむ

を得ない場合は、施設管理者が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあ

ります。この場合には、当施設の看護師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急や

むを得なかった理由を診療録に記載する事とします。 

 

（個人情報の保護） 

第９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は身元引受

人若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的を別紙３のとおり定め、適切に取り扱います。また

正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業

者が行うべき義務として明記されていることから、情報提供を行なうこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供する場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 
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（虐待防止） 

第 10 条 利用者の人権の擁護、虐待防止の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会

の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定

めます。 

 

（感染対策） 

第 11条 感染予防の正しい知識を習得するよう研修を実施します。また、感染症発生時はその対策を適切に

行うとともに利用者およびその家族に対し積極的に情報適用を行うものとします。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第 12条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２ 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

（緊急時の対応） 

第 13条 当施設は、サービス提供中の利用者の状態が変化し受診が必要と認められる場合、協力医療機関

又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び身元引受

人が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（事故発生時の対応） 

第 14条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

２ 職員の判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機

関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者又は身元引受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対

して速やかに連絡します。 

 

（要望又は苦情等の申出） 

第 15 条 利用者及び身元引受人は、当施設の提供する通所に対しての要望又は苦情等について、担当相

談員に申し出ることができ、又は、備付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意

見箱」に投函して申し出ることができます。 

 

 

（賠償責任） 

第 16 条 通所の提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は

利用者に対して損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は、連帯し

て、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第 17 条 この重要事項説明書に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、

利用者又は身元引受人と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 
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＜別紙１＞ 

医療法人康和会 りんごデイサービスのご案内 

（令和 6年 6月１日現在） 

１．施設の概要 

 

（１）施設の名称等 

・施 設 名  医療法人康和会りんごデイサービス 

・開 設 年 月 日  平成 21年 6月 1日 

・所 在 地  福岡県鞍手郡鞍手町大字新延字縄手 2647‐2 

・電 話 番 号  0949-43-3000 ファックス番号 0949-43-3010 

・管 理 者 名  小川 靖子 

・介護保険指定番号 第 4075400392号 

 

（２）りんごデイサービスの目的と運営方針 

事業の目的：この事業は、要支援及び要介護状態等となった方、要支援状態になる恐れが強いと判断さ

れた方に対して、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神

的負担の軽減を図るために、日常生活上の世話及び機能訓練等の必要な援助を行うことを目的とする。 

運営方針：当事業所は、利用者の意思及び人格、立場を尊重したサービスの提供に努めるとともに、明る

く家庭的な雰囲気のもと、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び家庭や地域

の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携に努める。 

 

（３）施設の職員体制 

職 種 常 勤 非常勤 業務内容 

管 理 者 １  施設全体の管理監督 

相 談 員 2以上  通所者の生活相談、指導に関すること 

看 護 職 員  1以上 通所者の看護、保健衛生及び関すること 

介 護 職 員 1以上 1以上 通所者の日常生活一般にわたる介護に関すること 

機 能 訓 練 員  1以上 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止すること 

 

（４）通所定員 17名 

 

２．サービス内容 

① 各種通所計画の立案 

② 食事  昼食  12時 00分～13時 00分 

③ 入浴 

④ 看護 

⑤ 機能訓練 

⑥ 相談援助サービス 

⑦ 口腔機能向上指導 

⑧ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑨ 行政手続代行 

⑩ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますの

で、具体的にご相談下さい。 

 

 



5 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

 

・協力医療機関 

く ら て 病 院  福岡県鞍手郡鞍手町大字小牧 2226番地 2 

飯 塚 病 院  福岡県飯塚市芳雄町３－８３ 

・協力歯科医療機関 

アイ歯科医院 福岡県飯塚市枝国４９５－１５ 

 

 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

利用者が事業所の提供するサービスを利用するに当たっての留意事項は次のとおりとする。 

(1) 利用者又はその家族は、利用者の心身の状況等に変化が見られた場合は、速やかに事業所の従業

者に連絡すること 

(2) 事業所の設備・備品を利用する際には、事業所の従業者の指示に従うこと 

(3) 他のサービス利用者の迷惑となる行動等を慎むこと 

・ 面会は事前にご連絡ください 

・ 飲酒・喫煙は基本的にお断りしています 

・ 火気の持ち込みは禁止します 

・ 設備・備品の利用に際しては、損傷等なきようお願いします 

・ 所持品は必要最小限に留めてください 

・ 特に過度な現金・貴重品は持ち込みをお断りします 

・ 宗教・政治活動はお断りします 

・ ペットの持ち込みは禁止します 

 

５．非常災害対策 

・防災設備  消火器、非常通報設備 

・防災訓練  年２回 

 

６．要望及び苦情等の相談 

 

・当施設には相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。要望や苦情などは、担当相談員にお

寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、施設受付に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただ

き、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

 

・行政への苦情等は下記の窓口にお申出下さい。 

 

鞍手町福祉人権課福祉高齢者班 

    〒807-1392 鞍手郡鞍手町大字中山 3705 

    TEL：0949-42-2111  FAX：0949-42-5693 

    小竹町保健福祉課福祉係 

     〒820-1192 鞍手郡小竹町大字勝野 3349 

     TEL：09496-2-1219（直）FAX：09496-2-114 

    宮若市民生部健康増進課老人福祉係 

     〒823-0011 宮若市宮田 29-1 

     TEL：0949-32-0515(直）FAX：0949-32-9430 



6 

    福岡県介護保険広域連合鞍手支部 

     〒823-0003宮若市本城 458-2 

     TEL：0949-34-5046  FAX：0949-34-5047 

    芦屋町福祉課高齢・障がい者係 

     〒807-0198 遠賀郡芦屋町幸町 2－20 

     TEL：093-223-0881  FAX：093-222-2010（直） 

    岡垣町健康福祉課高齢者福祉係 

     〒811-4233 遠賀郡岡垣町野間 1丁目 1－1 

     TEL：093-282-1211 FAX：093-283-3027 

    水巻町福祉課高齢者福祉係 

     〒807-8501 遠賀郡水巻町頃末北 1丁目 1－1 

     TEL：093-201-4321  FAX：093-201-4423 

    福岡県介護保険広域連合遠賀支部 

     〒811-4303遠賀郡遠賀町大字今古賀 513 遠賀町役場横車庫棟 2F 

     TEL：093-291-5266  FAX：093-291-5281 

    福岡県国民健康保険団体連合会介護サービス相談窓口      

〒812-8521福岡市博多区吉塚本町 13番 47号 福岡県国保会館 

TEL：092-642-7859 FAX：092-642-7857 

 

７．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 

 

医療法人康和会 りんごデイサービスについて 

（令和 6年 6月１日現在） 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

２．りんごデイサービスについての概要 

りんごデイサービスについては、要介護者及び要支援者、要支援となる恐れのある方の家庭等での生活

を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、

医学管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生

活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービ

スを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所介護計画が作成さ

れますが、その際、利用者・扶養者（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意を

いただきます。 

 

３．利用料金 

(1）基本料金 

介護保険サービスを利用したときは、原則としてサービスにかかった費用の 1割（一定以上所得者は２割な

いし３割）を利用者が負担します。 

   

なお、施設サービスを利用する際の食費・日常生活費等の保険外項目は、全額利用者負担となります。 

 

 

1) 地域密着型通所介護費 

 

要介護度および利用時間によって利用料が異なります。以下は１日当たりの利用料です。 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２時間以上３時間未満 

1割  305円 

2割  610円 

3割  915円 

351円 

702円 

1,053円 

396円 

792円 

1,188円 

440円 

880円 

1,320円 

487円 

974円 

1,461円 

３時間以上４時間未満 

1割  416円 

2割  832円 

3割 1,248円 

478円 

956円 

1,434円 

540円 

1,080円 

1,620円 

600円 

1,200円 

1,800円 

663円 

1,326円 

1,989円 

４時間以上５時間未満 

1割  436円 

2割  872円 

3割 1,308円 

501円

1,002円 

1,503円 

566円 

1,132円 

1,698円 

629円 

1,258円 

1,887円 

695円 

1,390円 

2,085円 

５時間以上６時間未満 

1割  657円 

2割 1,314円 

3割 1,971円 

776円 

1,552円 

2,328円 

896円 

1,792円 

2,688円 

1,013円 

2,026円 

3,039円 

1,134円 

2,268円 

3,402円 

６時間以上７時間未満 

1割  678円 

2割 1,356円 

3割 2.034円 

801円 

1,602円 

2,403円 

925円 

1,850円 

2,775円 

1,049円 

2,098円 

3,147円 

1,172円 

2,344円 

3,516円 

７時間以上８時間未満 

1割  753円 

2割 1,506円 

3割 2,259円 

890円 

1,780円 

2,670円 

1,032円 

2,064円 

3,096円 

1,172円 

2,344円 

3,516円 

1,312円 

2,624円 

3,936円 

８時間以上９時間未満 

1割  783円 

2割 1,566円 

3割 2,349円 

925円 

1,850円 

2,775円 

1,072円 

2,144円 

3,216円 

1,220円 

2,440円 

3,660円 

1,365円 

2,730円 

4,095円 
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時間延長  

９時間以上１０時間未満 

1割  833円 

2割 1,666円 

3割 2,499円 

975円 

1,950円 

2,925円 

1,122円 

2,244円 

3,366円 

1,270円 

2,540円 

3,810円 

1,415円 

2,830円 

4,245円 

１０時間以上１１時間未満 

1割  883円 

2割 1,766円 

3割 2,649円 

1,025円 

2,050円 

3.075円 

1,172円 

2,344円 

3,516円 

1,320円 

2,640円 

3,960円 

1,465円 

2,930円 

4,395円 

１１時間以上１２時間未満 

1割  933円 

2割 1,866円 

3割 2,799円 

1,075円 

2,150円 

3,225円 

1,222円 

2,444円 

3,666円 

1,370円 

2,740円 

4,110円 

1,515円 

3,030円 

4,545円 

 ○送迎減算（送迎を行なわなかった場合）         1割  －47円／片道 

                                    2割  －94円／片道 

                                    3割 －141円／片道 

 

2) 第 1号通所事業（市町村［広域連合］が独自に行う総合事業）の利用料 

  「別紙 2-2」をご覧ください 

 

3) 加算項目 

         入浴介助加算（Ⅰ）         1割   40円／回 

                                                            2割   80円／回  

                                                            3割  120円／回  

入浴介助加算（Ⅱ）         1割   55円／回 

                                                            2割  110円／回  

                                                            3割  165円／回 

        科学的介護推進体制加算                       1割   40円／月 

                                                            2割   80円／月 

                                             3割  120円／月 

        サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                 1割    6円／回 

                                             2割   12円／回 

                                             3割   18円／回 

        介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）    所定単位×90/1000／月 

         

 

 

(2) その他の料金 

 1） 食費 470円／回 （非課税） 

 2） 通常事業の実施地域以外の地域に係る送迎の追加費用 20円/km （税抜） 

                         （実施地域との境から） 

 

(3)  利用料等の支払方法 

･利用月の末で締めて翌月の15日頃に請求書を送付し末日までに振り込んでいただく方法か、あらかじめ

指定していただいた金融機関の口座から、利用月の翌月、金融機関が指定した日に引落す自動振替

方法があります。 

・なお、金融機関口座自動振替費用は利用者負担となります。 
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 ＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 
（令和 6年 6月 1日現在） 

 

りんごデイサービスでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報に

ついて、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔りんごデイサービス施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －通所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

  －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 

【他の機関に対して提供する情報について】 

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報、

「診療録（カルテ）」をはじめとした諸記録、「診察申込書」や「介護保険・健康保険証」等に記載されている情報 
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りんごデイサービス利用契約書 

 

りんごデイサービスを利用するにあたり、りんごデイサービス重要事項説明書及び別紙１、別紙２及び別紙３

を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で契約します。 

 

令和    年    月    日 

＜利用者＞ 

住  所 

氏  名                      

 

＜身元引受人＞ 

住  所 

氏  名                      

     （利用者との関係：          ） 

＜身元引受人＞ 

住  所 

氏  名                      

     （利用者との関係：          ） 

＜施設説明者＞ 

 

氏  名                      

 

 

りんごデイサービス 

管理者 小川 靖子 殿 

 

【本重要事項説明書第 6条の請求書・明細書及び領収書の送付先】 

 

【本重要事項説明書第 12条２項緊急時及び第 13条３項事故発生時の連絡先】 

 

 

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  

・氏  名                  （続柄        ） 

・住  所  

・電話番号  


